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1．はじめに 

本年 2 月 2 日、新型コロナウイルス感染症は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（「感染

症法」）における指定感染症として指定されました。以降、国内においても感染が拡大する中、多くの企業におい

て、自社の従業員やその家族に感染者・濃厚接触者（「感染者等」）が発生した場合の対象者の取扱いや事業継続の

判断、社内告知・公表の要否など、危機対応に苦慮しています。具体的な危機対応のあり方は、感染者等の症状や

人数のみならず、各企業の事業内容や規模、他社の取組状況、その時々の政府の方針など多岐にわたる要素を考慮

して判断する必要があるところ、今回のニュースレターでは、これらの対応を検討する上での出発点となる基本的

な法的枠組について概説します。なお、現時点では新型コロナウイルスを巡る国内の状況は日々変わっていますの

で、各企業においても一度作成した方針やマニュアルに過度にとらわれることなく、日々の社会状況に応じて、柔

軟にこれを見直していく必要があることに留意ください。 

2．感染症対応の基本的な選択肢 

一般に企業は「従業員の生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする」旨の安

全配慮義務（労働契約法 5 条）を負っていることから、他の従業員への感染予防の観点から必要な措置をとること

が求められます。また、労働安全衛生法 68 条は「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定め

るものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」

と定めています。感染症法は基本的に指定感染症が発生した場合の国及び地方自治体や医師等の対応について定め

たものですが、同法に定められた行政が感染者に対してとりうる措置の選択肢や考え方は、私企業の感染症対応の

あり方を検討する上でも参考となります。同法では主に、①公表（第 16 条）、②健康診断（第 17 条）、③就業制

限（第 18 条）、④消毒（第 27 条）、⑤建物に係る措置（封鎖等）（第 32 条）、⑥調査（第 35 条）という措置が掲

げられております。 

これらの法的枠組を念頭に対応を検討した場合、実際に感染者等が確認された場合の基本的な対応手順としては、

感染経路や濃厚接触者の範囲について速やかに確認（⑥）を行った上で、感染者等を自宅待機（③）にし、当該感

染者等が通常使用するであろう場所（デスクやトイレ）を中心に速やかに消毒（④）を実施することが考えられま

す。また、同じ職場環境にいる他の従業員に対して、手洗いの徹底などに加え定期的な検温実施など一層の健康管

理（②）を呼びかけることも大事です。上記の対応については、実際には基本的に最寄りの保健所と相談しながら

進めていくことが推奨されます（参考：厚生労働省・新型コロナウイルスに関するＱ&Ａ（企業の方向け）1）。 

このとき、新型コロナウイルスの感染者等が発生した事実を社内にどの程度・どの範囲で告知するかという点は

実務上悩ましい論点となります。この点、安全配慮義務の観点からは、具体的な職場環境の下で、従業員の安全性

に具体的な疑念を抱かせる程度の危惧があれば安全配慮措置をとるべきとされていますので（大阪高判平成 26 年

                             
1 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 
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9 月 26 日等）、最新の新型コロナウイルスに関する科学的医学的知見、及び、感染者等が発生した場所や感染者等

の立場の性質などを総合的に考慮して、具体的な感染リスクがあると判断される場合には社内告知することを前提

にその範囲や内容を個別に検討していくこととなります。なおその場合でも、感染症法 4 条は「国民は・・感染症

の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。」と定めていることから、感染者等のプライ

バシーに可能な限り配慮することが望まれます。 

3．施設閉鎖及び公表の要否について 

感染者等が確認された職場の事業をそのまま継続してよいか、事業所やビルの閉鎖などのより抜本的な措置（⑤）

をとるべきかは、経営に直結する難しい判断となります。この点、感染症法において建物封鎖措置（第 32 条）が

なされるのは、エボラ出血熱などの危険性が極めて高い一類感染症が発生した場合に限られていますので、指定感

染症である新型コロナウイルスの感染者が発生したからといって直ちに事業所や建物全体を閉鎖する法的要請が

あるとまでは言えません。他方、早期発見・隔離ができず、企業・組織内で感染が広がってしまったような場合に

は、上記安全配慮義務の観点からも一定の物理的範囲における出勤停止などのより踏み込んだ措置をとる必要がで

てくる可能性は否定できません。 

従業員に感染者等がでた場合の対外公表・開示の要否はケースバイケースの難しい判断が求められるポイントで

あり、感染者等の人数、感染経路、対応措置の程度、企業の社会的イメージ・認知度、外部認知の蓋然性、事業収

益への影響などを考慮して、公表の必要性や内容を個別に検討することになります。但し、一般顧客や消費者との

接点が多い事業の場合は、公表しない場合の社会的非難の程度が通常よりも高まる可能性がある点に留意ください。 

4．おわりに 

新型コロナウイルスの国内の感染の広がりの見通しについては、現在も多くの不確実性があります。その中で対

応を迫られる企業においては、事前に各種危機シナリオを想定した上で、法的要請、事業継続、広義の説明責任等

の複眼的視点で総合的な危機対応プランを準備しておくことが望まれます。 
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